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市は、市内業者に自宅や店舗のバリアフリー改修工
事を発注した場合、工事費用の 2 分の 1 を助成します。
【対象者】
▼住宅＝次の①②に該当し、市税の滞納がない人①

本市に住民登録または外国人登録し、市内に居住して
いる②申請者および同居者に介護認定（支援）を受け
ている人や、高齢者・障害者住宅改修の対象者（過去
に交付を受けた人を含む）がいない
▼店舗＝市内に自らが営む店舗を構える中小企業者

で、市税の滞納がない人
【対象施設】
▼住宅＝自己の居住用住宅。共同住宅の場合は、専

有部分のみ
▼店舗＝自己の営業用店舗。小売店・飲食店・診療

所など市民が日常的に利用する店舗。事務所・工場・
風営法第 2 条に規定するものを除きます

住宅・店舗を賃借している場合は、建物所有者の承
諾書が必要です。
【対象工事】
移動の円滑化のために行う段差解消・手すりの設置

などの費用が 5 万円以上（税別）で交付決定後に着
工し、平成 25 年 3 月 29 日㈮までに実績報告が提出
できるもの。ほかの助成を受けている場合を除きます
【上限額】
▼住宅＝ 10 万円▼店舗＝ 20 万円
【申込方法】
産業振興課か市ホームページにある申請書に必要書

類を添え、持参してください
【しめきり】
12 月 28 日㈮。予算額に達した場合は、受け付けを

終了します
【申込・問合せ先】
産業振興課（☎ 64-1364）

市
は
、
高
齢
者
の
福
祉
・

健
康
増
進
の
た
め
、
は
り
・

き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
施

術
費
を
助
成
す
る
「
高
齢
者

は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー

ジ
施
術
費
助
成
証
明
書
」
を

交
付
し
ま
す
。

対
象
＝
本
市
に
住
民
登
録

ま
た
は
外
国
人
登
録
し
て
い

る
満
６５
歳
以
上
の
人

交
付
枚
数
＝
申
請
月
か
ら

平
成
２５
年
３
月
ま
で
の
月
数

に
相
当
す
る
枚
数
（
１２
枚
ま

で
）使

用
期
限
＝
平
成
２５
年
３

月
３１
日
㈰

助
成
額
＝
１
回
の
保
険
適

用
外
施
術
費
の
う
ち
、
２
千

円
（
市
と
施
術
所
が
そ
れ
ぞ

れ
１
千
円
）。
施
術
費
が
１

回
２
千
円
以
下
の
場
合
を
除

き
ま
す

申
請
方
法
＝
健
康
保
険
被

保
険
者
証
か
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
証
・
本
人
ま
た
は
代

理
人
の
印
鑑
を
持
参
し
て
く

だ
さ
い

申
請
期
限
＝
平
成
２５
年
３

月
２９
日
㈮

申
請
・
問
合
せ
先
＝
国
保

医
療
課
（
☎
６４
・
１
３
７
４
）

平成 24 年度の国民年金保険料の学
生納付特例申請を受け付けます。

学生納付特例は、学生の前年の所得
が一定の基準以下の場合に保険料の納
付が猶予される制度です。
対象＝大学（大学院・短期）・高等

学校（専門学校）・専修学校・学校教
育法に規定され修業年限が１年以上で
ある課程の学校・文部科学大臣が指定
する海外大学などに在学する 20 歳以
上の人
申請に必要なもの＝▼学生証・在学

証明書（写し可）▼年金手帳▼印鑑▼
平成 24 年度所得課税証明書（同 23 年
中に所得があった人は、同 24 年 1 月
1 日現在に住んでいた市区町村が発行
するもの）か非課税証明書▼会社など

を退職した人は、雇用保険被保険者離
職票か雇用保険受給資格者証（写し可）
承認期間＝申請のあった日の属する

年度
年度途中に申請しても、その年度の

4 月までさかのぼって承認を受けるこ
とができますが、承認を受けず事故や
病気で障がいが残った場合は、障害基
礎年金を受給できないことがありま
す。

なお、前年度承認されていても、申請
は毎年度必要です。前年度承認された人
には、日本年金機構から申請用はがきが
郵送されます。届かない人は、市役所に
お問い合わせください。

詳 し く は、 ね ん き ん ダ イ ヤ ル
（ ☎ 0570-05-1165、IP 電 話 は ☎
03-6700-1165）・京都南年金事務所（☎
075-643-2547）へお問い合わせくだ
さい。
申請・問合せ先＝市民年金課（☎

64-1333）

市は、自然エネルギーを活用し地
球温暖化防止対策を進めるため、住
宅用太陽光発電システムの設置費用
を補助します。

対象＝次のすべてを満たす人
▼自らが居住する市内の住宅に、新たに住宅

用太陽光発電システムを設置する個人▼国の住
宅用太陽光発電システム補助金制度に応募し、
国からの補助金交付が確定してから 1 年以内
補助額＝住宅用太陽光発電システムの出力

1kW 当たり 3 万円。上限は 10 万円
申請方法＝環境課か市ホームページにある申

請書に必要書類を添えて、持参してください
しめきり＝平成 25 年 3 月 29 日㈮。予算額

に達した場合は、受け付けを終了します
申請・問合せ先＝環境課（☎ 64-1366）

民生委員・児童委員
新しく 3 人に委嘱

市は、1 月 30 日に山手西・三野・
府営住宅地区の民生委員・児童委員を
新たに委嘱しました。任期は、平成
25 年 11 月 30 日までです。
氏名・担当地区（敬称略）＝▼堀井

紀子（☎ 29-5553）・山手西▼西川常
子（☎ 62-5354）・三野▼片岡賢（☎
62-3568）・府営住宅
問合せ先＝社会福祉課（☎ 64-1371）

市
は
、
監
査
委
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
、

２
月
２１
日
に
開
か
れ
た
市
議
会
定
例
会
本
会

議
で
、
稲
川
俊
明
氏
（
６５
）
＝
普
賢
寺
下
大

門
を
再
任
す
る
人
事
案
件
の
同
意
を
得
て
、

同
氏
を
選
任
し
ま
し
た
。

任
期
は
平
成
２４
年
４
月
１
日
か
ら
４
年
間

で
す
。

市
は
、
２
月
２１
日
に
開
か
れ
た
市
議
会
定

例
会
本
会
議
で
、
山
口
恭
一
氏
（
６２
）
＝
宇

治
市
小
倉
町
を
教
育
委
員
会
委
員
に
任
命
す

る
人
事
案
件
の
同
意
を
得
て
、
同
氏
を
任
命

し
ま
し
た
。

任
期
は
平
成
２４
年
４
月
１
日
か
ら
４
年
間

で
す
。

市
は
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

老
人
医
療
助
成
制
度
の
受
給
者

で
限
度
額
認
定
証
を
持
つ
人
は
、

４
月
１
日
か
ら
、
入
院
に
加
え
外

来
診
療
で
も
高
額
療
養
費
の
限
度

額
適
用
認
定
証
が
使
え
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
で
外

来
診
療
で
高
額
療
養
費
に
該
当
す

る
場
合
は
、
同
認
定
証
を
発
行
し

ま
す
の
で
事
前
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の
＝
健
康
保

険
被
保
険
者
証
・
福
祉
医
療
費
受

給
者
証
・
印
鑑

申
請
・
問
合
せ
先
＝
国
保
医
療

課
（
☎
６４
・
１
３
７
４
）

市は、京田辺市国民健康保険（国保）・後期高齢
者医療の被保険者に「外来（半日）人間ドック」「脳
ドック」「併用ドック（人間ドックと脳ドックの併
用受診）」の受診費用を助成します。病気の早期発
見のため、ぜひ受診してください。
【対象】
国保＝国保税を滞納していない世帯で、次のす

べてに該当する人
▼ 5 月 7 日現在、30 歳以上 75 歳未満（昭和

12 年 5 月 8 日以降生まれ）で、国保に 1 年以上
加入している▼入院・妊娠していない
後期高齢者医療＝後期高齢者医療保険料を滞納

していない、次のすべてに該当する人
▼ 5 月 7 日現在、京田辺市後期高齢者医療に

加入している▼入院していない
【健診機関・内容】
右表のとおり
【申込方法】
市から郵送する申込はがきを返送するか、国保

医療課で申し込んでください
【しめきり】
5 月 7 日㈪（当日消印有効）
【申込・問合せ先】
国保医療課（☎ 64-1332、☎ 64-1374）

昨
年
の
大
震
災
で
は
、
人
と

人
、
人
と
地
域
の
絆
や
支
え
合

い
が
多
く
の
命
を
救
い
ま
し
た
。

「
人
と
人
、
人
と
地
域
の
絆
の
創

出
」
を
テ
ー
マ
に
、
人
権
を
尊

重
し
、
心
の
通
っ
た
「
共
に
支

え
合
う
地
域
社
会
」
を
目
指
し
、

次
の
施
策
を
展
開
し
ま
す
。

絆
の
創
出

職
員
の
地
域
活
動
参
加
を
奨

励
し
、
ま
ち
づ
く
り
に
参
画
す

る
リ
ー
ダ
ー
の
育
成
や
区
・
自

治
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
を

積
極
的
に
支
援
し
ま
す
。

ま
た
、
非
常
時
で
の
地
域

リ
ー
ダ
ー
を
育
成
す
る
研
修
を

実
施
し
、
民
生
委
員
や
自
主
防

災
組
織
と
の
連
携
を
強
化
し
ま

す
。
さ
ら
に
、
警
察
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
な
ど
と
連
携
し
た

防
犯
活
動
も
行
い
ま
す
。

子
ど
も
や
高
齢
者
を
地
域
で

見
守
る
た
め
組
織
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
化
を
図
る
と
と
も
に
、

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構

築
も
進
め
ま
す
。
ま
た
、
市
民

が
農
業
に
親
し
め
る
機
会
を
創

設
す
る
こ
と
で
、
耕
作
放
棄
地

な
ど
の
課
題
解
決
に
向
け
た
方

策
を
検
討
し
ま
す
。

安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
の
創
造

地
域
防
災
計
画
の
見
直
し
や

計
画
の
実
効
性
確
保
の
た
め
、

市
民
参
加
型
防
災
訓
練
を
実
施

す
る
ほ
か
、
遠
方
の
自
治
体
と

の
「
相
互
応
援
協
定
」
の
締
結

を
進
め
ま
す
。
ま
た
、
原
発
事

故
に
よ
る
「
食
」
へ
の
不
安
を

な
く
す
た
め
、
給
食
の
放
射
能

検
査
を
実
施
し
ま
す
。

つ
な
が
り
に
よ
る

地
域
力
の
創
造

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現

に
向
け
、
新
た
に
「
モ
デ
ル
地

区
チ
ャ
レ
ン
ジ
事
業
」
を
実
施

し
ま
す
。
子
育
て
支
援
で
は
、

夏
休
み
期
間
の
留
守
家
庭
児
童

会
の
受
入
れ
を
拡
大
し
、
高
齢

者
福
祉
で
は
、
新
た
に
肺
炎
球

菌
ワ
ク
チ
ン
接
種
費
の
助
成
を

実
施
し
ま
す
。

地
域
の
輝
き
と
活
力
の
創
造

一
休
ブ
ラ
ン
ド
を
活
用
し
た

「
一
休
と
ん
ち
ロ
ー
ド
」
の
整
備

を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
新
産
業

創
出
に
向
け
て
、
Ｄ
︲
ｅ
ｇ
ｇ

や
大
住
工
業
系
土
地
区
画
整
理

事
業
へ
の
支
援
を
継
続
し
ま
す
。

し
あ
わ
せ
を
実
感
で
き
る

社
会
の
創
造

将
来
の
都
市
構
造
の
検
討
や

公
共
交
通
の
あ
り
方
の
検
証
を

続
け
ま
す
。

ま
た
、
エ
コ
ラ
イ
フ
や
健
康

志
向
の
高
ま
り
を
考
慮
し
、「
自

転
車
通
行
環
境
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

計
画
」
の
策
定
や
住
宅
用
太
陽

光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
助
成
を

拡
充
し
ま
す
。

京
田
辺
の
未
来
を

さ
さ
え
る
人
づ
く
り

学
校
教
育
で
は
、
知
・
徳
・

体
の
調
和
の
と
れ
た
子
ど
も
を

育
成
し
、教
育
環
境
整
備
で
は
、

中
学
校
に
空
調
設
備
を
、
小
学

校
に
洋
式
ト
イ
レ
を
設
置
し
ま

す
。ま

た
、
生
涯
学
習
や
生
涯
ス

ポ
ー
ツ
の
普
及
を
促
進
す
る
取

り
組
み
を
進
め
ま
す
。

今
年
度
は
昨
年
度
か
ら
の
震

災
対
策
に
加
え
て
、「
人
の
温

か
さ
や
優
し
さ
が
感
じ
ら
れ

る
」「
人
と
人
と
が
互
い
に
寄

り
添
っ
て
生
き
て
い
け
る
」
地

域
社
会
を
築
け
る
よ
う
、
社
会

を
構
成
す
る
す
べ
て
の
フ
ァ
ク

タ
ー
が
相
互
に
つ
な
が
り
を
持

ち
な
が
ら
、
互
い
に
高
め
合
え

る
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く

り
に
力
を
注
ぎ
、
こ
の
よ
う
な

時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
市
民
の
み

な
さ
ん
が
「
自
分
は
ひ
と
り
で

は
な
い
。
地
域
で
見
守
ら
れ
て

い
る
の
だ
」
と
実
感
し
て
い
た

だ
け
る
よ
う
な
ぬ
く
も
り
の
あ

る
ま
ち
づ
く
り
に
、
全
力
を
挙

げ
て
取
り
組
み
ま
す
。

市
は
、
自
主
的
な
市
民
活
動
の

活
性
化
を
図
る
た
め
、
市
民
活
動

推
進
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

対
象
団
体
＝
市
民
３
人
以
上
で

構
成
し
て
い
る

特
定
の
宗
教
・
思
想
な
ど
の
普

及
活
動
を
行
う
団
体
、
特
定
の
公

職
者
・
政
党
を
支
持
・
反
対
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
団
体
、
暴
力

団
な
ど
の
統
制
下
に
あ
る
団
体
、

営
利
目
的
の
団
体
を
除
き
ま
す
。

対
象
事
業
＝
市
民
を
対
象
と

し
、
福
祉
・
文
化
・
生
涯
学
習
・

ス
ポ
ー
ツ
・
経
済
・
産
業
・
観
光
・

環
境
な
ど
の
地
域
の
活
性
化
に
寄

与
す
る
事
業

過
去
に
３
回
以
上
補
助
を
受
け

た
事
業
や
、
ほ
か
の
補
助
金
な
ど

を
受
け
て
い
る
も
の
を
除
き
ま

す
。対

象
経
費
＝
事
業
に
要
す
る
経

費
運
営
・
管
理
に
使
用
す
る
費
用
、

食
糧
費
、
備
品
購
入
費
な
ど
を
除

き
ま
す
。

補
助
額
＝
対
象
経
費
の
２
分
の

１
以
内
。
前
年
度
の
全
国
大
学
ま

ち
づ
く
り
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
in
京

田
辺
で
入
賞
し
た
政
策
を
対
象
事

業
と
す
る
場
合
は
、
対
象
経
費
の

３
分
の
２
以
内

い
ず
れ
も
、
１
千
円
未
満
は
切

り
捨
て
と
し
、
上
限
は
１０
万
円
。

申
請
方
法
＝
市
民
参
画
課
か
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
請
書

を
、
事
業
を
行
う
日
の
１
カ
月
前

ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

市
か
ら
補
助
金
交
付
決
定
通
知

を
受
け
た
後
、
事
業
に
着
手
し
て

く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
合
せ
先
＝
市
民
参
画

課
（
☎
６４
・
１
３
１
４
）

の
任
期
満
了
に
伴
い
、
２
月
２１
日
に
開
か
れ

た
市
議
会
定
例
会
本
会
議
で
、
和
久
英
雄
氏

（
７１
）
＝
松
井
ケ
丘
三
丁
目
、
河
原
正
治
氏

（
６３
）
＝
東
西
神
屋
、
西
口
末
和
氏
（
５３
）

＝
河
原
里
ノ
内
を
選
任
す
る
人
事
案
件
の
同

意
を
得
て
、
３
氏
を
そ
れ
ぞ
れ
選
任
し
ま
し

た
。
和
久
氏
と
河
原
氏
は
再
任
、
西
口
氏
は

新
任
で
す
。

任
期
は
平
成
２４
年
３
月
２５
日
か
ら
３
年
間

で
す
。


